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  令 和 ３ 年 ６ 月 1 4 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
政 策 部 財 政 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方

針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

－  

資 料 の 有 無  □ 有       ■ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 

 下 記 の 事 項 を 条 例 の 一 部 改 正 の 基 本 方 針 と し て 決 定 す る こ と

に つ い て  

記  

１  一 部 改 正 の 目 的  

 デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法

律 （ 令 和 ３ 年 法 律 第 3 7 号 ） が 令 和 ３ 年 ５ 月 1 9 日 公 布 さ れ 、 令

和 ３ 年 ９ 月 １ 日 施 行 さ れ る こ と と な っ た 。  

 同 法 律 第 5 5 条 に よ る 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す

る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 2 5 年 法 律 第 2 7 号 ）

の 一 部 改 正 に よ り 、 個 人 番 号 カ ー ド は 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ

ム 機 構 （ 以 下 「 J - L I S」 と い う 。） が 発 行 す る こ と 、 J - L I S は 個

人 番 号 カ ー ド の 発 行 の 事 務 に 関 し 手 数 料 を 徴 収 す る こ と が で き

る こ と 、 J - L I S は 当 該 徴 収 の 事 務 を 市 区 町 村 長 に 委 託 す る こ と

が で き る こ と 等 が 新 た に 規 定 さ れ た 。  

こ れ に よ り 、 令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 以 降 は J - L I S が 個 人 番 号 カ ー

ド の 再 交 付 に 係 る 手 数 料 を 定 め 徴 収 す る こ と と な る た め 、 本 条

例 の 別 表 に 規 定 さ れ る 個 人 番 号 カ ー ド の 再 交 付 に 係 る 手 数 料 の

規 定 を 削 除 す る も の で あ る 。  

 

２  一 部 改 正 の 要 旨  

（ １ ） 手 数 料 の 廃 止  

 個 人 番 号 カ ー ド の 再 交 付 に 係 る 手 数 料 の 規 定 を 削 除  

（ ２ ） 施 行 期 日  

令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日  

現 状 と 課 題  

上 記 に 示 す 国 の 法 整 備 に 伴 い 、 本 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要

が あ る 。  



案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 上 記 基 本 方 針 の と お り 三 浦 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ

と と し た い 。  

 審 議 決 定 後 は 、 令 和 ３ 年 第 ２ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と し

て 提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 大 綱 ４  計 画 の 推 進 に 向 け て  

 目 標 ３  機 動 力 の あ る 市 役 所 づ く り  

 施 策 １  業 務 の 効 率 化  
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